
内
閣
衆
質
一
六
二
第
八
四
号

平
成
十
七
年
七
月
五
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
監
修
料
受
領
図
書
等
の
予
算
と
決
算
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
五
日
受
領

答

弁

第

八

四

号



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
監
修
料
受
領
図
書
等
の
予
算
と
決
算
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

お
尋
ね
の
図
書
等
に
係
る
平
成
十
一
年
度
か
ら
平
成
十
五
年
度
ま
で
に
厚
生
労
働
省
及
び
社
会
保
険
庁
の
職
員
が
受
領
し
て

い
た
監
修
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
「
国
庫
補
助
金
関
連
、
大
量
購
入
関
連
等
の
出
版
物
等
に
係
る
監
修
料
の
実
態
に
関
す
る
全

省
調
査
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日
厚
生
労
働
省
公
表
）
及
び
「
社
会
保
険
庁
を
め
ぐ
る
不
祥
事
案
等
に
関
す

る
調
査
報
告
書
」
（
平
成
十
七
年
一
月
十
四
日
社
会
保
険
庁
公
表
）
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、

平
成
十
年
度
に
お
け
る
監
修
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
お
ら
ず
、
平
成
十
六
年
度
に
お
け
る
監
修
料
の
額
に
つ
い
て

は
、
網
羅
的
に
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
及
び
社
会
保
険
庁
長
官
に
提
出
さ
れ
た
贈
与
等
報
告
書
の
中
に
は
、
当
該
図
書
等
に
つ
い
て
平
成

十
六
年
度
に
監
修
料
を
受
領
し
た
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
。

お
尋
ね
の
図
書
等
に
係
る
予
算
要
求
時
に
お
け
る
購
入
予
定
部
数
、
購
入
予
定
単
価
及
び
購
入
予
定
総
額
、
実
際
の
購
入
部

数
、
購
入
単
価
及
び
購
入
総
額
並
び
に
予
算
に
計
上
し
た
額
よ
り
も
多
く
の
購
入
費
用
を
要
し
た
図
書
等
に
係
る
実
際
の
購
入

総
額
が
購
入
予
定
総
額
を
上
回
っ
た
理
由
、
ど
こ
の
予
算
及
び
ど
の
財
源
か
ら
費
用
を
持
っ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
網
羅

的
に
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
例
え
ば
、
「
社
会
保
険
六
法
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
五
年
度
予
算
要
求
時
に
お
け
る
購
入
予

一



定
部
数
は
三
千
二
百
六
十
一
部
、
購
入
予
定
単
価
は
九
千
円
、
購
入
予
定
総
額
は
三
千
八
十
一
万
六
千
円
で
あ
っ
た
の
に
対

し
、
実
際
の
購
入
部
数
は
一
万
二
千
百
五
十
部
、
購
入
単
価
は
八
千
九
百
二
十
五
円
、
購
入
総
額
は
一
億
八
百
四
十
三
万
八
千

七
百
五
十
円
と
な
っ
て
い
た
。
当
該
図
書
の
購
入
総
額
が
購
入
予
定
総
額
を
上
回
っ
た
理
由
は
、
業
務
上
の
必
要
性
に
よ
り
実

際
の
購
入
部
数
が
購
入
予
定
部
数
よ
り
増
加
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
増
加
し
た
分
の
費
用
は
、
予
算
要
求
時
に
当
該

図
書
に
係
る
購
入
費
用
を
計
上
し
て
い
る
厚
生
保
険
特
別
会
計
（
項
）
業
務
取
扱
費
（
目
）
庁
費
の
執
行
を
行
う
中
で
支
弁
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
社
会
保
険
委
員
必
携
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
五
年
度
予
算
要
求
時
に
お
け
る
購
入
予
定
部
数
は
十
九
万
六
千
五

百
七
十
四
部
、
購
入
予
定
単
価
は
四
百
六
十
円
、
購
入
予
定
総
額
は
九
千
四
百
九
十
四
万
五
千
円
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
実
際

の
購
入
部
数
は
二
十
万
二
千
七
百
部
、
購
入
単
価
は
五
百
五
十
四
円
、
購
入
総
額
は
一
億
千
二
百
二
十
九
万
五
千
八
百
円
と
な

っ
て
い
た
。
当
該
図
書
の
購
入
総
額
が
購
入
予
定
総
額
を
上
回
っ
た
理
由
は
、
予
算
要
求
に
お
い
て
従
前
の
購
入
予
定
単
価
を

用
い
た
こ
と
等
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
増
加
し
た
分
の
費
用
は
、
予
算
要
求
時
に
当
該
図
書
に
係
る
購
入
費
用
を
計
上
し
て
い

る
厚
生
保
険
特
別
会
計
（
項
）
福
祉
施
設
事
業
費
（
目
）
庁
費
の
執
行
を
行
う
中
で
支
弁
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

図
書
等
の
購
入
に
つ
い
て
は
、
そ
の
必
要
性
を
審
査
の
上
、
適
正
に
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
、
予
算
要
求
に

二



お
け
る
購
入
予
定
部
数
等
の
見
積
り
に
つ
い
て
は
、
購
入
の
実
績
と
の
相
違
が
あ
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
購
入
の
実
績
に
極
力

即
し
た
も
の
と
な
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

三


